
 

 

 

 

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
四
十
一
号 

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

七
年
産
の
秋
植
え
ば
れ
い
し
ょ
、
大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん
、
て
ん
菜
、
そ
ば
、
た
ま
ね
ぎ
及
び
ホ
ッ
プ
並
び
に
令
和
八
年
産

の
さ
と
う
き
び
に
係
る
同
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

拓 

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
監
理
官
及
び
関
係
都
道
府
県
庁
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



　　「次のよう」の部分
 

都道府県名 福島県

大　豆 １　類 1,160円 1,040円 930円 810円 700円 福島県の区域

　うち課税対象農業者に係るもの

2,720円 2,450円 2,180円 1,900円 1,630円 1,160円 1,040円 930円 810円 700円

　うち免税対象農業者に係るもの

2,790円 2,510円 2,230円 1,950円 1,670円 1,160円 1,040円 930円 810円 700円

  種子の用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るものにあっては、

5,290円 4,760円 4,230円 3,700円 3,170円 ）

６　類 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外の品種である大豆 福島県の区域

７　類 1,160円 1,040円 930円 810円 700円

　うち課税対象農業者に係るもの

2,720円 2,450円 2,180円 1,900円 1,630円 1,160円 1,040円 930円 810円 700円
　うち免税対象農業者に係るもの

2,790円 2,510円 2,230円 1,950円 1,670円 1,160円 1,040円 930円 810円 700円
　種子の用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るものにあっては、

5,290円 4,760円 4,230円 3,700円 3,170円 ）

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒の品種である大豆

4,530円 4,080円 3,620円 3,170円 2,720円

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒以外の黒大豆の品種である大豆

2,340円 2,110円 1,870円 1,640円 1,400円

左に掲げる金額が適用
となる地域

 共済目的の
種類

単　　位　　当　　た　　り　　共　　済　　金　　額　　の　　範　　囲
農業保険法第153条第
1項の農林水産大臣が
定める区分

（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18年法律第88号。以下「担い手経営安定法」という。）第
２条第４項に規定する対象農業者（同法第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の申請をする者に限る。以下
「対象農業者」という。）が耕作の業務を営む耕地に係る大豆にあっては、

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係る大豆にあっては、



都道府県名 福島県

そ　ば ２　類 1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円 福島県の区域

　うち課税対象農業者に係るもの

5,230円 4,710円 4,180円 3,660円 3,140円 1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円

　うち免税対象農業者に係るもの

5,420円 4,880円 4,340円 3,790円 3,250円 1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円 ）

３　類 夏そば 福島県の区域

４　類 1,460円 1,310円 1,170円 1,020円 880円

　うち課税対象農業者に係るもの

5,170円 4,650円 4,140円 3,620円 3,100円 1,460円 1,310円 1,170円 1,020円 880円

　うち免税対象農業者に係るもの

5,360円 4,820円 4,290円 3,750円 3,220円 1,460円 1,310円 1,170円 1,020円 880円 ）

秋そば

1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円

　うち課税対象農業者に係るもの

5,230円 4,710円 4,180円 3,660円 3,140円 1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円

　うち免税対象農業者に係るもの

5,420円 4,880円 4,340円 3,790円 3,250円 1,520円 1,370円 1,220円 1,060円 910円 ）

備考：

　１．この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

　３．この表において「単位当たり」とは、10キログラム当たりとする。

 

　２．この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、担い手経営安定法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け同法第３条第１
　　項第２号の交付金が交付されるものをいう。

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、

 共済目的の
種類

農業保険法第153条第
1項の農林水産大臣が
定める区分

単　　位　　当　　た　　り　　共　　済　　金　　額　　の　　範　　囲
左に掲げる金額が適用
となる地域

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、
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